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令和６年第３回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ６年 ９月１０日（火）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ６年 ９月１０日（木） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（９名）

１番 辻 義 雄 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員（１名）

１番 辻 義 雄

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 出 納 室 長 工 藤 貴 司

副 町 長 佐 藤 英 代 消 防 長 沼 田 明 宏

総 務 課 長 佐 藤 久 病 院 事 務 長 本 前 武 広

まちづくり推進課長 小山内 敏 洋 病院事業推進室長 加 藤 典 明

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 教 育 長 近 藤 英 隆

税 務 課 長 田 中 浩 学 校 教 育 課 長 神 野 隆 之

町 民 課 長 田 野 憲 哉 社 会 教 育 課 長 米 代 剛

保 健 福 祉 課 長 岡 部 忠 選挙管理委員会書記長 佐 藤 久

産 業 振 興 課 長 小 川 洋 代 表 監 査 委 員 大 澤 栄 一

建 設 課 長 上 野 訓 監 査 事 務 局 長 増 田 理 恵

水 道 ガ ス 課 長 中 里 博 也 農業委員会事務局長 小 川 洋

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 増 田 理 恵

事 務 局 主 幹 佐々木 学

議 事 係 川 村 界 斗
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長行政報告

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認について

（令和６年度長万部町一般会計補正予算（第４号））

日程第５ 議案第１号 長万部町国民健康保険条例の一部を改正する条例

日程第６ 議案第２号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

日程第７ 議案第３号 令和６年度長万部町一般会計補正予算（第５号）

日程第８ 議案第４号 令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第９ 議案第５号 令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

日程第10 報告第１号 令和６年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて

日程第11 報告第２号 放棄した債権の報告について

日程第12 認定第１号 令和５年度長万部町一般会計決算認定について

日程第13 認定第２号 令和５年度長万部町後期高齢者医療特別会計決算認定について

日程第14 認定第３号 令和５年度長万部町国民健康保険特別会計決算認定について

日程第15 認定第４号 令和５年度長万部町介護保険特別会計決算認定について

日程第16 認定第５号 令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計決算認定について

日程第17 認定第６号 令和５年度長万部町ガス事業会計決算認定について

日程第18 認定第７号 令和５年度長万部町水道事業会計決算認定について

日程第19 認定第８号 令和５年度長万部町病院事業会計決算認定について

日程第20 諮問第１号 人権擁護委員の推薦について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） ただいまの出席議員は９名であります。定足数に達しておりますので、こ

れより令和６年第３回長万部町議会定例会を開会いたします。

なお、欠席届が辻義雄議員よりありました。

直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長 (増田理恵) 諸般の報告をいたします。

監査委員から７月分例月出納検査結果報告書が提出されましたので、その写しを配付いたしまし

た。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長、その他執行機関およびそれぞ

れ委任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の規定により、議長において２番橋本議員、９番村川議員

を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は本日から９月２０日までの１１日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって会期は本日から９月２０日までの１１日間と決定いたしました。

◎町長行政報告

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、町長より行政報告がありますのでこれを許します。

木幡町長。

〔町長(木幡正志)登壇〕

○町長（木幡正志） 第３回町議会定例会にあたり行政報告を申し上げます。
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はじめに、財政関係について申し上げます。本年度の普通交付税交付額は、７月２３日に決定さ

れました。普通交付税の算定結果は、基準財政需要額３０億７,２３０万５,０００円から基準財政

収入額７億５,２６９万５,０００円、調整額２１１万８,０００円を控除した２３億１,７４９万２,

０００円が交付額となり、前年度と比較して２.０パーセント、４,６２７万円の減となりました。

次に、防災関係について申し上げます。Ｂ＆Ｇ財団「防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構

築」事業につきましては、６月２７日付で機材配備等の支援金交付決定があり、８月５日に役場で

決定書授与式が行われました。この事業により、災害発生時の緊急対応・避難所運営に必要な防災

倉庫の整備、油圧ショベルやスライドダンプ、救助艇などの機材配備、災害現場で役立つ実践的な

研修などに係る費用に対して、本年から３年間で総額６,４００万円を上限に助成を受けるととも

に、周辺自治体との災害時相互応援などの体制づくりを推進してまいります。なお、本事業で整備

する長万部町Ｂ＆Ｇ防災倉庫新築工事は、１２月１０日までの工期で施工中であります。

次に、東京理科大学関係について申し上げます。大学との地域連携事業につきましては、コロナ

禍により休止しておりましたが、北海道・長万部キャンパスの学部再編も踏まえ、本年度より内容

を見直して再開しており、７月には「理科大数理カフェ」と題して講座が開設され、小中学生や理

科大生など約３０名が参加しております。この講座は定期的に実施するほか、今後は年齢を問わず

楽しめるようなスポーツ体験教室なども予定しており、引き続き大学との良好な関係を維持し、さ

らなる連携・交流を積極的に推進してまいります。

次に、北海道新幹線関係について申し上げます。町内の新幹線建設工事につきましては、現在５

つのトンネル工事が施工中で、８月１日現在において、内浦トンネルの静狩工区で、本坑５,５７

０メートルのうち４,５１３メートルが掘削されており、その他のトンネルは掘削を完了し、残る

覆工などを施工中であります。また、地上部の明かり区間の工事につきましては、８つの工区で高

架橋の基礎を施工中で、中ノ沢高架橋では高架橋の柱まで。静狩路盤、栄原高架橋、平里高架橋で

は、高架橋の柱と桁まで施工が進んでいるとの報告を受けております。

次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業について申し上げます。新型コロナワクチン接種に

つきましては、３月末をもって全額公費負担での接種が終了し、本年度から一部負担がある定期接

種に位置づけられました。対象者は、６５歳以上の高齢者と６０歳から６４歳で重い基礎疾患があ

る方で、接種期間は１０月から令和７年３月までとされました。現在、接種のための準備を進めて

おり、関連する費用についての補正予算を本定例会に提案いたしております。

次に、農業関係について申し上げます。家畜の飼養に不可欠な飼料作物の牧草は、８月１５日現

在の生育状況調査では、２番牧草の生育が良好で、収穫作業は平年より５日早く始まりましたが、

途中、断続的な降雨により遅れたものの、おおむね平年並みで収穫を終えております。一方、サイ

レージ用とうもろこしの生育状況も良好で、平年より５日から７日早く推移しております。

生乳の１月から７月末までの出荷乳量は４,９４０トン、乳代は５億２,６９１万円となっており、

前年同期と比較して出荷量は４１０トンの減少、乳代は１,８０８万円の減額となりました。

黒毛和牛の１月から７月末までの販売頭数は１１６頭、販売金額は６,７２５万円となっており、

前年同期と比較して販売頭数は５頭の減少、販売金額は５９５万円の減額となりました。

また、令和５年から令和９年までの５年間で実施される「道営草地整備事業」は、昨年の調査設

計を終え、７月より牧草地の造成・起伏修正を加え暗渠排水工事等が実施されております。なお、

町内の畜産農家及び公共牧場１０戸が本事業に参加しており、最終的には約１２０ヘクタ－ルの基
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盤整備を行う予定であります。

次に、林業関係について申し上げます。町有林一般造林事業の下刈事業は、共立地区９.５ヘク

タール、平里地区３ヘクタール、富野地区８.４５ヘクタールを８月１６日に完了しております。

森林整備センターとの分収造林事業の下刈事業は、豊津地区２０ヘクタールを８月５日に完了して

おります。道営事業で進めている森林基幹道豊津・黒岩線の林道整備事業は、令和７年２月２０日

までの工期で施工中であります。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。今年もヒグマやキツネ、エゾシカなどに加えて、

特定外来生物であるアライグマの出没も見られる状況であり、鳥獣被害防止対策協議会と連携し、

今後もヒグマなどの有害鳥獣による人畜及び農林業等への被害を防止し、住民への生活安全を図っ

てまいります。

次に、漁業関係について申し上げます。漁業関係全体の１月から７月末までの水揚げ実績は約２

５億円となっており、前年同期と比較して約２５億円の減額となりました。このうち、ホタテ貝の

生産量は１万４,４３７トン、前年同期と比較して１５.１パーセント増加しております。また、水

揚げ実績では約２４億円、前年同期と比較して約５１パーセント減少しております。この要因は、

中国向けのホタテ貝の輸出が禁止され、単価が減少したことによるものであります。

ホタテ貝漁業における地場採苗の状況は、６月から投入した採苗器には、平年より少ないですが

ホタテ貝種苗が付着しているのが確認されております。しかし、付着したばかりの種苗は、最も弱

い時期でもあり、慎重な取り扱いが必要となりますので、各関係機関と連携を図り、生育動向を注

視してまいります。

北海道が事業主体となり、水産物供給基盤機能保全事業で行う老朽化した長万部漁港の保全工事

は、昨年度に引き続き、岸壁等の補修工事が開始されており、静狩漁港につきましては同事業にて

昨年度に引き続き東防砂堤延伸工事が施工されております。

次に、商工観光関係について申し上げます。商工観光振興の一環として実施されております「お

しゃまんべ毛がにまつり」は、６月２９日、３０日の２日間の開催となりました。毛がにの価格高

騰や数量確保が困難なため、本年度より冷凍毛がにの格安販売は行われませんでしたが、茹でた毛

がにを購入する方々が大勢おり、長い行列が途切れることなく続くなど、関係機関のご尽力もあり

十分な数量を販売することができました。また、両日とも天候に恵まれ、町内の方はもとより町外

からも大勢の来場があり、過去最高となる約３万３,０００人の来場数となり、毛がに早食い競争

をはじめとする各種イベントで大いに盛り上がりました。

合宿誘致事業は、長万部温泉利用協同組合が積極的に誘致活動に取り組んでおり、近年は、新幹

線工事関係者が不在の時期に受け入れを行っておりましたが、本年度は合宿を希望する団体との日

程調整がつかず、７月、８月の夏休み時期には受け入れすることができませんでした。

次に、建設関係について申し上げます。建築事業では、町営住宅はまなす第２団地非常灯交換工

事は、９月１３日までの工期で施工中であります。また、来年度実施を予定している住棟建設工事

の実施設計業務委託は、令和７年１月３１日までの工期で実施中であります。その他、公共施設や

町営住宅の修繕工事につきましては、計画的に実施しております。

土木事業では、湯ノ沢橋ほか修繕設計業務委託は、１２月２７日までの工期で実施中であります。

美酪橋修繕工事は令和７年１月３１日まで、普通河川田尻川護岸修繕工事は令和７年３月１４日ま

での工期で、それぞれ施工中であります。道路維持関係では、道路、側溝等の維持補修等について
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は計画的に実施しております。

公園事業では、ふれあい公園ステージ屋根撤去解体工事を、９月３０日までの工期で施工中であ

ります。

次に、病院事業について申し上げます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため開設した発熱外

来につきましては、６月末をもって終了いたしました。今後も感染防止対策の徹底を図るとともに、

新興感染症の発生動向には十分注意を払ってまいります。

次に、消防関係について申し上げます。８月末現在の火災件数は、建物火災が２件発生しており

ます。救急件数は２３４件で、急病が１２２件、交通事故が２１件、一般負傷が２０件、その他転

院搬送などが７１件、ドクターヘリによる搬送は５件となっております。

８月３日、消防庁舎前において、消防団や危険物安全協会、社会を明るくする運動推進委員会の

協力のもと、「おしゃまんべ消防フェス２０２４」を開催し、大人から子どもまで１５４名の方々

が来場され、大変賑わいました。

終わりに、本定例会に提案した議件は、条例の一部改正、各会計補正予算、各会計決算認定など

１７件となっております。議案上程の都度、担当説明員から説明させますので、よろしくご審議く

ださるようお願い申し上げ、行政報告を終わります。

〔町長(木幡正志)自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で行政報告を終わります。

◎承認第１号 専決処分の承認について

（令和６年度長万部町一般会計補正予算（第４号))

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、承認第１号専決処分の承認について（令和６年度長万部町一般

会計補正予算（第４号))の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、承認第１号専決処分の承認について、その内容

をご説明いたします。

この専決処分は、令和６年度長万部町一般会計補正予算（第４号）であります。地方自治法第１

７９条第１項の規定により、令和６年８月２０日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ４４万３,０００円を追加し、補正後の予算総額を６２億

５,３１４万７,０００円とするものであります。

専決処分いたしました予算内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により、歳

出からご説明いたします。

教育費４４万３,０００円の追加は、中学校費・教育振興費の負担金・補助及び交付金で、中学

校の部活動の大会において、柔道部、卓球部、吹奏楽部が全道大会へ出場することになりましたの

で、中体連等競技大会参加補助を追加するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。繰入金、財政調整基金繰入金は４４万３,０００円の追

加で、今回の補正で不足する財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。この

基金取り崩し後の当基金残高見込額は、３億１,１３２万８,０００円となります。
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以上がただいま上程されました、令和６年度長万部町一般会計補正予算（第４号）の内容であり

ます。ご承認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件は承認することに決定いたしました。

◎議案第１号 長万部町国民健康保険条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第５、議案第１号長万部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田野町民課長。

○町民課長（田野憲哉） ただいま上程されました、議案第１号長万部町国民健康保険条例の一部

を改正する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の一部改正は、国民健康保険法の改正により、令和６年１２月２日に被保険者証が廃止され、

町条例においても所要の改正及び文言の整理をする必要があるため、条例の一部を改正するもので

あります。条例の改正内容につきましては、別紙、新旧対照表により内容を要約しご説明いたしま

す。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

第９条は、本条以降において法律の名称を簡略化するための文言の整理で、第１項中「第１９２

号」の次に、「。以下「法」という。」を加えます。

第１２条は、まず、法律の名称を簡略化するための文言の整理で、「国民健康保険法」及び「（昭

和３３年法律第１９２号）」を削り、次に、国民健康保険法の改正による条項移動に伴う文言の整

理で、「第９項」を「第５項」に改め、次に、被保険者証の廃止に伴う被保険者証の返還に関する

罰則の規定の削除で、「、若しくは」を「、又は」に改め、「又は同条第３項若しくは第４項の規定

により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合」を削ります。

第１３条は、法律の名称を簡略化するための文言の整理で、「国民健康保険法」を削ります。

附則として、第１項は、この条例は、令和６年１２月２日から施行する。

第２項は、経過措置として、この条例の施行の日前及び政令でなお従前の例によることとされる

場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。

第３項は、被保険者証の廃止に関連する重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付条例の

一部改正で、第７条中「被保険者証又は組合員証及び」を削るとしています。次ページをご覧くだ
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さい。附則第３項において一部改正する長万部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費給付

条例の新旧対照表となります。第７条において、医療を受けようとするときに被保険者証又は組合

員証を受給者証と併せて提示する旨の規定があり、被保険者証が廃止となるため、当該規定を削除

しております。

以上がただいま上程されました、議案第１号長万部町国民健康保険条例の一部を改正する条例に

ついての内容であります。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号 北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、議案第２号北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

田野町民課長。

○町民課長（田野憲哉） ただいま上程されました、議案第２号北海道後期高齢者医療広域連合規

約の変更についての、提案理由と内容をご説明いたします。

今回の変更は、地方自治法第２９１条の３第１項の規定により、北海道後期高齢者医療広域連合

規約の変更をするもので、これは、高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、令和６年１２

月２日に被保険者証が廃止され、広域連合規約においても所要の改正及び文言の整理をする必要が

あるため、規約の変更をするものであります。規約の変更内容につきましては、別紙、新旧対照表

により内容を要約しご説明いたします。表の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更す

る内容であります。

第４条は、被保険者証が廃止されることに伴い広域連合と市町村の事務に関する規定を整理し、

広域連合の事務を法及び法に基づく命令による包括的な規定とするための文言の整理で、第４条の

文言を「広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者

医療確保法」という。）及び高齢者医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行

うものとされた後期高齢者医療の事務及びそれに付随する事務を処理する。」に改めます。

第１９条は、別表の移動に伴う引用規定の整理で、本文中「別表第２」を「別表」に改めます。

別表第１は、第４条の改正により広域連合と市町村の事務が整理されたことに伴い削除します。

次ページをご覧ください。別表第２は、別表第１を削除したことに伴い繰り上がるため、「別表

第２」を「別表」に改めます。
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附則として、「この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規

定による北海道知事の許可の日から施行する。」としています。

以上がただいま上程されました、議案第２号北海道後期高齢者医療広域連合規約の変更について

の内容であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 令和６年度長万部町一般会計補正予算（第５号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第７、議案第３号令和６年度長万部町一般会計補正予算（第５号）の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第３号令和６年度長万部町一般会計補正予

算（第５号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ、４億８,７７０万３,０００円を追加し、補正後の予算総

額を、６７億４,０８５万円とするものであります。内容は、補正予算書に添付しております概要

により、歳出からご説明いたします。

総務費は、２億７,３０９万３,０００円の追加であります。一般管理費、積立金２億６,７３２

万６,０００円の追加は財政調整基金積立で、令和６年度普通交付税の確定、及び前年度繰越金の

一部を積み立てるもので、この積立をした後の当基金残高見込額は５億７,８６５万４,０００円と

なります。企画費、報酬１０１万３,０００円、職員手当等１１万２,０００円の追加は、地域おこ

し協力隊の人件費。旅費１１万２,０００円、需用費５万円、役務費３万円の追加は、地域おこし

協力隊の活動に係るもの。委託料４万４,０００円の追加は、町並み記録映像作成業務委託で、労

務単価の改定によるもの。使用料及び賃借料５５万６,０００円の追加は、地域おこし協力隊の活

動に係る駐車場使用料１万円、車借上料１２万６,０００円、コンピュータ及びソフトウェア借上

料１２万円、家屋借上料３０万円の追加。負担金・補助及び交付金５万円の追加は、地域おこし協

力隊員研修会負担金。防災防犯諸費、工事請負費３００万円の追加は、新幹線工事に伴う、町道新

開公園線外街路灯移設工事で、歳入では、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金で、歳出同額

の３００万円を計上いたしました。賦課徴収費、償還金・利子及び割引料８０万円の追加は、法人

町民税の過年度予定申告分の確定申告に伴う過年度分過誤納還付金であります。

民生費は、１,０２４万４,０００円の追加であります。老人福祉費、繰出金３５万２,０００円
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の追加は介護保険特別会計繰出金で、職員の扶養親族の異動に伴う職員給与費等繰出分の整理。児

童福祉総務費、償還金・利子及び割引料９０万４,０００円の追加は、過年度分国庫補助金の精算

による、出産・子育て応援交付金返還金。児童措置費、職員手当等２万５,０００円の追加は時間

外勤務手当。需用費２３万９,０００円の追加は、消耗品費３万円、さかえ保育所電気温水器の修

理費２０万９,０００円。役務費９,０００円の追加は通信費。委託料７７万円の減額は児童手当シ

ステム改修委託で、仕様の変更によるもの。扶助費９１０万５,０００円の追加は、制度改正によ

る児童手当。償還金・利子及び割引料３８万円の追加は、令和５年度の国や道の負担金・補助金の

精算による、子ども・子育て支援交付金などの返還金で、歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫

負担金、児童手当で６０９万８,０００円を追加、民生費国庫補助金、児童手当システム改修事業

で７０万６,０００円を減額。１５道支出金、民生費道負担金、児童手当で１５０万３,０００円を

追加いたしました。

衛生費は、１億８,６６１万２,０００円の追加であります。予防費、委託料９４４万円の追加は、

新型コロナウイルスワクチンの定期予防接種委託。償還金・利子及び割引料１１５万６,０００円

の追加は、令和５年度の国の負担金・補助金の精算による、新型コロナウイルスワクチン接種事業

などの返還金で、歳入では、１９諸収入、雑入、新型コロナ定期接種ワクチン確保事業費助成金で、

６６４万円を計上いたしました。環境衛生費、負担金・補助及び交付金６０万円の追加は、申請予

定件数の増による空家等除却支援事業補助。ごみ処理費、委託料３５万７,０００円の追加は、収

集回数の増による、ごみ収集委託。負担金・補助及び交付金５万９,０００円の追加は、申請予定

件数の増による、ごみ処理ステーション設置補助。病院事業費、繰出金１億７,５００万円の追加

は、病院事業会計繰出金で、収支不足分であります。

農林水産業費は、１,４２４万２,０００円の追加であります。農地費、需用費２３万円の追加は

消耗品費で、道営事業監督等補助業務委託料の増によるもの。負担金・補助及び交付金６７６万８,

０００円の追加は、営農用水移設工事に係る新幹線工事負担金で、歳入では、１５道支出金、農林

水産業費道委託金、道営事業監督委託金で２３万円。１８繰入金、北海道新幹線建設関連補償事業

基金繰入金で６７６万８,０００円を計上いたしました。林業振興費、工事請負費６６０万円の追

加は、森林基幹道豊津黒岩線法面改良工事。負担金・補助及び交付金６４万４,０００円の追加は、

取得予定者の増による猟銃免許等取得補助で、歳入では、２０町債、農林水産業債、林道整備債で

７５０万円を計上いたしました。

土木費は、２１１万７,０００円の追加であります。土木総務費、旅費１１万７,０００円の追加

は、普通旅費。住宅管理費、需用費２００万円の追加は住宅修理費で、不良箇所の修理や高額な修

理が発生したことに伴う不足分の計上であります。

教育費１３９万５,０００円の追加は、学校給食センター費で、需用費１２４万円の追加は、燃

料費１０万円、不良箇所の修理や高額な修理が発生したことに伴う不足分の修理費１１４万円の追

加。工事請負費１１万円の追加は、蒸気式回転釜更新工事の執行残１３４万２,０００円の減額、

故障による蒸し器更新工事１４５万２,０００円の追加。備品購入費４万５,０００円の追加は、全

自動洗濯機の故障による更新であります。

次に、歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分は省略させていただきます。

９地方特例交付金は１,７４１万円の追加で、令和６年度交付額の確定によるもの。

１０地方交付税の普通交付税は１億２,７４９万２,０００円の追加で、令和６年度交付額の確定
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によるもの。

１４国庫支出金、民生費国庫補助金、地域障がい児等支援体制強化事業１７２万４,０００円の

追加は新規交付申請によるもの。衛生費国庫補助金、母子保健医療対策総合支援事業２万１,００

０円の追加は、国の繰越予算に伴うもの。

１５道支出金、民生費道補助金、地域障がい児等支援体制強化事業８６万２,０００円の追加は、

新規交付申請によるもの。

１８繰入金の介護保険特別会計繰入金は３,７８７万４,０００円の追加で、令和５年度精算金の

一般会計への繰り入れ。

２０町債、民生債、高齢者等交通移動手段確保対策事業債２２０万円の追加は、過疎対策事業債

ソフト分の事業調整に伴うもの。臨時財政対策債３４５万６,０００円の減額は、普通交付税の算

定に伴う起債見込額の変更。

２１繰越金は、２億７,２５４万３,０００円の追加であります。

次に、予算書の４頁をご覧ください。第２表は、地方債補正の変更であります。起債の目的・高

齢者等交通移動手段確保対策から臨時財政対策までの３項目で、変更前の総額５,０７０万円を変

更後の総額５,６９４万４,０００円に６２４万４,０００円追加しこの表のとおり変更したいとい

うものであります。

以上が、今回提案いたしました令和６年度長万部町一般会計補正予算（第５号）の内容でありま

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに総務費９頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、１０頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に衛生費、１１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、１２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に土木費、１２頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、１３頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに地方特例交付金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に地方交付税、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に国庫支出金、５頁から６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に道支出金、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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次に繰入金、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、７頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰越金、８頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

次に４頁をご覧ください。第２表地方債補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第４号 令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第８、議案第４号令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第４号令和６年度長万部町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正の主なものは、令和５年度分の介護給付費等の精算に伴う補正で、歳入歳出にそれぞ

れ９,８６４万９,０００円を追加し、補正後の予算総額を１０億３,２６９万円とするものであり

ます。

それでは、補正予算書に添付いたしております概要により、歳出からご説明いたします。

３地域支援事業費は、３５万２,０００円の追加であります。包括的支援・任意事業費、職員手

当等３３万６,０００円の追加、共済費１万６,０００円の追加は、職員の扶養の増によるものであ

ります。

歳入では、８繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金に同額の３５万２,０００円を計

上いたしました。

次に、４基金積立金は、１,２９７万６,０００円の追加であります。介護給付費準備基金積立金、

積立金１,２９７万６,０００円の追加は、交付金等の精算に伴い繰越金の余剰金を積み立てるもの

であります。積立後の当基金積立残高見込額は９,２６１万２,８３４円となります。

次に、６諸支出金は、８,５３２万１,０００円の追加であります。償還金、償還金・利子及び割
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引料４,７４４万６,０００円の追加は、介護給付費等の額の確定に伴う過年度分返還金であります。

一般会計繰出金、繰出金３,７８７万５,０００円の追加は、介護給付費等の額の確定に伴い、前年

度の一般会計からの繰入金を精算返戻するものであります。

次に歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分は省略させていただきます。

１１繰越金９,８２９万７,０００円の追加は、前年度繰越金であります。

以上がただいま上程されました、議案第４号令和６年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第

３号）の内容であります。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁から

５頁です。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第５号 令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第９、議案第５号令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前病院事務長。

○病院事務長（本前武広） ただいま上程されました、議案第５号令和６年度長万部町病院事業会

計補正予算（第３号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出、並びに資本的収入及び支出に係る補正であります。補正予

算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに、収益的収入及び支出についてご説明いたします。概要の１頁をご覧ください。

予算第３条に定める収益的収入及び支出のうち、支出の病院事業費用に５０４万５,０００円を

追加し、補正後の支出予定額を７億６,１０６万７,０００円に改めるものであります。内訳は、材

料費の医療消耗備品費２０万５,０００円の追加は、患者用マットレスの購入費用。経費の修繕費

４８４万円の追加は、各病室へ酸素を送るための水封式吸引ポンプの修理費用であります。

次に収入は、病院事業収益に５１３万円を追加し、補正後の収入予定額を７億５,５５０万７,０

００円に改めるものであります。内訳は、入院収益が６,６２５万円の減額、外来収益が１億３６

２万円の減額で、ともに患者数の減少によるもの。医業外収益の他会計補助金は１億７,５００万

円の追加で、入院及び外来収益の減収分を一般会計から補てんするものであります。

次に資本的収入及び支出についてご説明いたします。概要の２頁をご覧ください。

予算第４条に定める資本的収入及び支出のうち、資本的支出に１２万３,０００円を追加し、補
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正後の支出予定額を３,８８０万５,０００円に改めるものであります。内訳は、リース資産購入費

が１２万３,０００円の追加で、輸液ポンプ等の医療機器の導入費用であります。なお、資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する額２,０２４万６,０００円は、過年度分損益勘定留保資金２,

０２４万６,０００円で補てんをいたします。

補正予算書の１頁をご覧ください。第２条、業務の予定量の年間患者数、入院延べ「９,１２５

人」を「８,７６０人」に、外来延べ「３万５００人」を「２万１,８７０人」に改めるものであり

ます。

第３条の収益的収入及び支出、第４条の資本的収入及び支出は、概要の中でご説明いたしました

ので、省略させていただきます。

第５条は、他会計からの補助金で、予算第７条中、「１億５,０００万円」を「３億２,５００万

円」に改めるものであります。

第６条は、たな卸資産購入限度額で、材料費の追加により、予算第８条中、「５,４４５万円」を

「５,４６５万５,０００円」に改めるものであります。

第７条は、重要な資産の取得として予算第９条の次に第１０条を加えるもので、取得する資産の

種類・動産、名称・エックス線画像処理装置、数量・一式であります。

以上が、令和６年度長万部町病院事業会計補正予算（第３号）の内容であります。よろしくご審

議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。５頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、資本的支出を行います。５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第２条業務の予定量、及び２頁、第５条他会計からの補助金から第

７条、重要な資産の取得を一括して行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎報告第１号 令和６年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１０、報告第１号令和６年度に公表する健全化判断比率及び資金不

足比率の報告についての件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、報告第１号令和６年度に公表する健全化判断比
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率及び資金不足比率の報告について、内容をご説明いたします。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和

６年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率を報告するものであります。

本文をご覧ください。健全化判断比率の欄、左から実質赤字比率は、標準財政規模に対する実質

収支額の割合で、本町は実質収支額が黒字でありますので実質赤字比率はございません。かっこ内

に記載しておりますが、早期健全化基準は１５％以上であります。

次に、連結実質赤字比率は、標準財政規模に対する全会計の実質収支額あるいは資金不足額また

は剰余額の合計額の割合であります。令和５年度の本町の一般会計及び特別会計並びに企業会計は

黒字、あるいは資金不足額がないことから、連結実質収支が黒字であるため連結実質赤字比率はご

ざいません。早期健全化基準は２０％以上であります。

次に、実質公債費比率でありますが、これは標準財政規模に占める地方債の元利償還金及び下水

道などの公営企業債の返済などに充てた繰出金などの割合で、９.９％の見込みであります。昨年度

は１０.７％でありました。早期健全化基準は２５％以上であります。

次に、将来負担比率は、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合で、

３０.２％の見込みとなっております。昨年度は２７.７％でありました。将来負担比率の早期健全

化基準は３５０％以上であります。

次に下段の、特別会計の資金不足比率でありますが、事業規模に対する資金不足額の割合が資金

不足比率となりますが、公共下水道事業特別会計・ガス事業会計・水道事業会計・病院事業会計の

いずれの会計も資金不足はございません。早期健全化段階になるとみなされる資金不足比率の基準

値である経営健全化基準は２０％以上であります。

なお、今回報告した比率は、現在北海道や国に資料を提出しており、精査により数値変動がある

場合もございますので、あらかじめご承知おき願います。

以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により

ご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって本件の報告を終わります。

◎報告第２号 放棄した債権の報告について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１１、報告第２号放棄した債権の報告についての件を議題といたし

ます。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中税務課長。

○税務課長（田中浩） ただいま上程されました、報告第２号放棄した債権の報告について、長万

部町債権管理条例第１３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり町の債権を放棄しましたの

で、同条例第１４条の規定によりご報告いたします。

放棄した事由は、長万部町債権管理条例第１３条の第１項第６号に該当し、徴収停止後１年を経

過したのち、なお無資力等の状態にあり履行の見込みがないと認められるもの、及び同条第２項の

所在が不明なもので、件数は８件、金額４万９,５５４円で、令和５年度末をもって放棄したもので

あります。

内訳は、水道事業会計の水道料金３件で３万２,０７７円、ガス事業会計のガス料金１件で１,５

９７円、病院事業会計の入院、外来医療費等４件で１万５,８８０円であります。
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以上がただいま上程されました、報告第２号放棄した債権についての報告とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって本件の報告を終わります。

１１時１０分まで休憩いたします。

１０時５３分 休憩

１１時１０分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎認定第１号 令和５年度長万部町一般会計決算認定についてから

認定第８号 令和５年度長万部町病院事業会計決算認定についてまで

○議長（柏倉恵里子） 日程第１２、認定第１号から日程第１９、認定第８号までの８件は、令和

５年度一般会計、各特別会計及び各企業会計の決算認定に関する議案につき、会議規則第３７条の

規定により一括して議題といたします。これより提案者に決算の説明を求めます。

木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 令和５年度一般会計及び特別会計並びに企業会計決算説明。

令和５年度長万部町一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決算の認定に付するにあたり、そ

の概要を申し上げます。

令和５年度の日本経済は、コロナ禍の３年間を乗り越え改善しつつあり、３０年ぶりとなる高水

準の賃上げや企業の高い投資意欲など、経済には前向きな動きが見られました。このような情勢の

もと、本町においては、自主財源である町税は調定額が前年度比８.５パーセントの増、収入額で

も９.３パーセント増の７億４,４９０万６,０００円の収入となり、歳入に占める町税の割合は１

０.４パーセントとなっております。また、普通交付税は、前年度に比較し７８２万１,０００円増

の２３億６,３７６万２,０００円となりました。

財源不足を補てんするため特例的に認められる地方債で、後年度全額交付税措置される臨時財政

対策債は、１,６７３万８,０００円減の１,３９５万４,０００円となっております。

令和５年度における町政の執行にあたりましては、国・地方とも引き続き厳しい財政状況の中、

経常経費の節減を図るとともに、各種事業の緊急度や経済効果を考慮し、住民福祉の向上に努めて

きたところであります。

それでは、はじめに一般会計の決算について申し上げます。歳入合計７１億６,４０３万９,００

０円、歳出合計６８億９,１４９万５,０００円で、歳入歳出差引額２億７,２５４万３,０００円の

剰余金を生じました。歳出の実質不用額は、翌年度への繰越明許費分を除いた２億３,９７９万３,

０００円となっております。

次に、各種基金の令和５年度末現在の残高は、財政調整基金４億９,２６８万９,０００円、減債

基金６,４９８万８,０００円、地域振興基金４,７０１万２,０００円、まちづくり基金６億４,１

８１万２,０００円、北海道新幹線建設関連補償事業基金２億９,３６１万９,０００円、地域福祉

基金２,８９５万１,０００円、中山間ふるさと・水保全基金５２６万３,０００円、森林環境譲与

税基金１,６６３万円、学校教育施設整備基金３１８万２,０００円、備荒資金１億２,８６５万４,



- 17 -

０００円、以上１０基金の合計残高は１７億２,２８０万４,０００円となっており、前年同期に比

較し１億３,３７７万４,０００円の減となりました。

次に、主な施策及び事業費の概要を申し上げます。総務費では、国有地購入２,１００万円、旧

商工会館解体２,１３０万７,０００円、電気自動車整備３５７万円、地域おこし対策３３８万５,

０００円、長万部町史編さん２４７万５,０００円、開礎１５０年・町制施行８０年記念誌作成４

４０万円、新幹線建設負担金３,８１４万３,０００円、生活交通確保対策１,１３６万５,０００円、

東京理科大学環境整備事業補助４５０万円、地域情報化４,８１６万３,０００円、交通安全対策１

７８万２,０００円、ガス・温泉採取供給１億６,２７４万８,０００円、防災対策１,１０８万４,

０００円、防犯灯・街路灯整備５１７万１,０００円、街路灯電気料補助５１４万２,０００円、水

柱被害住宅修繕支援事業補助１０５万３,０００円、水柱騒音被害見舞金１８９万円。

民生費では、長万部町社会福祉協議会補助１,５５０万９,０００円、一時預かり事業補助１１９

万３,０００円、児童福祉施設等物価高騰対策支援１２０万円、タクシーチケット６４９万２,００

０円、冬期福祉給付金１５６万円、福祉センター運営６０５万８,０００円、高齢者生活支援４５

０万６,０００円、介護予防・生きがい活動支援３９２万１,０００円、老人福祉バス運行３１０万

１,０００円、高齢者生活福祉センター運営２,６００万円、高齢者入浴料金助成６０３万５,００

０円、地域敬老会補助１６７万４,０００円、社会福祉施設入所者措置２１４万６,０００円、障が

い福祉計画策定３３０万円、心身障害者特別対策費１億９,６５６万７,０００円、ひとり親家庭等

医療費３２９万４,０００円、老人福祉センター運営２０９万２,０００円、低所得世帯支援給付金

３,２７３万円、低所得世帯追加支援給付金７,３３６万円、低所得者支援給付金１,９０５万円、

出産・子育て応援給付金２２０万円、乳幼児等医療費１,２０８万２,０００円、児童手当４,１５

５万円、子育て世帯生活支援特別給付金２５０万円、後期高齢者医療特別会計繰出金３,６６６万

２,０００円、国民健康保険特別会計繰出金７,６９６万８,０００円、介護保険特別会計繰出金１

億６,８０５万６,０００円。

衛生費では、環境衛生整備５５４万５,０００円、渡島廃棄物広域処理連合負担金８,８１２万９,

０００円、ごみ処理施設運営１億２,９２９万９,０００円、下水路整備７１２万８,０００円、し

尿処理施設維持管理３,５６４万円、し尿処理施設解体整理３,７３１万３,０００円、道南ドクタ

ーヘリ運行経費負担金２３４万７,０００円、病院事業会計繰出金４億６,０００万円。

農林水産業費では、農業振興１,７４４万６,０００円、畜産振興２７７万１,０００円、農地振

興２,７８８万５,０００円、公共牧場管理運営２,８０９万１,０００円、林業振興８,４２６万８,

０００円、分収造林１,３１１万円、林道新設改良２,３５８万４,０００円、水産業振興５４８万

円、水産基盤整備２,３４１万６,０００円、水産物流通加工基盤強化対策５,２５４万２,０００円、

アイヌ政策推進５,０００万円、アイヌ農林漁業対策４,９５３万６,０００円、漁業振興設備等整

備５５０万円。

商工費では、商工会運営費補助４１０万円、おしゃまんべ毛がにまつり事業補助５００万円、商

工事業者経営改善等支援補助１,０００万円、祭典事業補助３２０万円、地域商品券換金事業補助

２,４６０万７,０００円、観光振興１,１７３万３,０００円、多目的活動センター運営８６４万５,

０００円。

土木費では、道路橋梁維持３億１,４６９万４,０００円、道路新設改良４,８３０万７,０００円、

河川維持３,３６２万８,０００円、都市計画６,３６０万２,０００円、公園環境整備１,８４２万
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４,０００円、町営住宅整備５１４万８,０００円、町営住宅建設３億９,８４３万８,０００円、公

共下水道事業特別会計繰出金１億８,５１１万７,０００円。

消防費では、消防施設整備６,１０２万４,０００円。

教育費では、長万部高校通学費補助１７１万円、小学校整備２４７万８,０００円、中学校整備

２２６万６,０００円、中体連等競技大会参加補助１１２万６,０００円、中学校就学援助費１３６

万５,０００円、町民センター運営１４６万２,０００円、学習文化センター運営１,６０２万６,０

００円、スポーツセンター運営９１３万１,０００円、海洋センター運営５９４万４,０００円、学

校給食センター運営１億１,５９３万７,０００円となりました。

繰越明許費では、道路橋梁維持４３２万３,０００円、都市計画２,４４２万円、林業施設災害復

旧８７４万５,０００円となりました。

投資的経費の総額は２２億８,８６４万５,０００円で、歳出総額の３３.２パーセントを占めて

おります。

その他の性質別経費の割合は、人件費９億７,６４６万４,０００円で１４.２パーセント、物件

費５億３,７７１万２,０００円で７.８パーセント、諸費２５億３,２３３万４,０００円で３６.７

パーセント、公債費５億５,６３３万８,０００円で８.１パーセントとなっております。また、令

和５年度末の起債借入残高は、元金４７億５,０１１万６,０００円、利子１億１,９７０万１,００

０円、合計４８億６,９８１万７,０００円となっており、健全化判断比率である実質公債比率は９.

９パーセント、将来負担比率は３０.２パーセントとなっております。

次に、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。歳入総額１億６４２万１,０００

円、歳出総額１億５６３万５,０００円、歳入歳出差引額７８万５,０００円となりました。

歳入は、後期高齢者医療保険料６,８９９万７,０００円、使用料及び手数料６,０００円、繰入

金３,６６６万２,０００円、諸収入１,０００円、繰越金７５万３,０００円となっております。

歳出は、総務費１６０万６,０００円、後期高齢者医療広域連合納付金１億４０２万９,０００円

となっており、３５１万８,０００円の不用額が生じておりますが、これは、予算現額に対し後期

高齢者医療広域連合納付金の減が主な要因であります。

次に、国民健康保険特別会計の決算について申し上げます。歳入総額６億９,９６８万３,０００

円、歳出総額６億６,２０５万７,０００円、歳入歳出差引額３,７６２万５,０００円となりました。

歳入は、国民健康保険税が１億５,２４９万８,０００円、使用料及び手数料７万４,０００円、

国庫支出金７万円、道支出金４億４,１６９万７,０００円、繰入金７,６９６万８,０００円、諸収

入３０７万１,０００円、繰越金２,５３０万３,０００円となっております。

歳出は、総務費が２,６０１万３,０００円、保険給付費４億２,８１７万円、国民健康保険事業

費納付金１億７,３３９万４,０００円、保健事業費７０３万３,０００円、積立金２,６３０万１,

０００円、諸支出金１１４万４,０００円となっており、８,８７５万３,０００円の不用額が生じ

ておりますが、これは、予算現額に対し保険給付費の減が主な要因であります。

次に、介護保険特別会計の決算について申し上げます。歳入総額９億１９１万８,０００円、歳

出総額８億３６２万１,０００円で、歳入歳出差引額９,８２９万７,０００円となりました。

歳入は、保険料１億２,７７４万３,０００円、国庫支出金２億２,０４２万２,０００円、支払基

金交付金１億９,８４３万円、道支出金１億１,０４１万８,０００円、繰入金１億６,８０５万６,

０００円、サービス収入２７４万１,０００円、繰越金７,４０６万２,０００円、その他分担金及
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び負担金、使用料及び手数料、財産収入、諸収入で４万４,０００円となっております。

歳出は、総務費２,３７１万２,０００円、保険給付費６億４,７３７万５,０００円、地域支援事

業費５,８４０万７,０００円、基金積立金８７６万５,０００円、諸支出金６,５３６万円となって

おり、７,５５２万６,０００円の不用額が生じておりますが、これは、予算現額に対し保険給付費

の減が主な要因であります。なお、介護給付費準備基金残高は７,９６３万６,０００円となってお

ります。

次に、公共下水道事業特別会計の決算について申し上げます。令和６年４月１日から公営企業会

計方式の適用に伴い、３月３１日をもって終了とする出納整理期間が存在しない「打ち切り決算」

となっております。

歳入総額４億５,７２５万９,０００円、歳出総額４億５,０８３万８,０００円、歳入歳出差引額

６４２万１,０００円となりました。歳入の内訳は、分担金及び負担金３万４,０００円、使用料及

び手数料５,５５８万９,０００円、国庫支出金７,９６８万円、一般会計繰入金１億８,５１１万７,

０００円、諸収入６,４３２万円、町債５,６３０万円、繰越金１,６２１万９,０００円となってお

ります。歳出では、下水道費３億６,００８万６,０００円、公債費９,０７５万２,０００円となっ

ております。

次に、ガス事業会計の決算について申し上げます。年度末ガス需要家戸数は９５１戸で、前年度

に比べ９戸増加となり、ガス販売量は１８万８,７６３立方メートルで前年度に比べ７２９立方メ

ートルの増加となりました。

決算額は、収益的収入１億１,００１万５,０００円、収益的支出１億２,３７７万円、差引１,２

７５万５,０００円の損失となりました。この損失を前年度繰越欠損金に合算すると、当年度未処

理欠損金は４億６,７１１万４,０００円となります。

収入の内訳は、ガス売上７,９５１万５,０００円、営業雑収益４５０万４,０００円、営業外収

益２,５６８万６,０００円、特別利益１３１万円、支出では、原料費２,９９７万８,０００円、人

件費３,２９１万６,０００円、その他事業費用５,０７８万４,０００円、営業外費用１,００９万

２,０００円となります。

資本的収入及び支出の決算額は、収入では、工事負担金４,６２９万６,０００円、支出では、建

設改良費４,２４３万８,０００円、企業債償還金３,１６３万４,０００円で、収入支出差引不足額

２,７７７万６,０００円については、過年度分損益勘定留保資金２,５２４万８,０００円、当年度

分消費税資本的収支調整額で３５万円の減額、過年度分消費税資本的収支調整額２８７万８,００

０円で補てんいたしました。

次に、水道事業会計の決算について申し上げます。年度末給水件数は２,６６０件で、前年度に

比べ２１件の増加となり、年間給水量は、５４万２,０２６立方メートルで、前年度に比べて２万

４０６立方メートルの減少となりました。決算額は、収益的収入１億９,６６２万３,０００円、収

益的支出１億９,１２４万８,０００円、差引５３７万５,０００円の利益となりました。なお、こ

の利益分は当年度未処分利益剰余金となり、公営企業の剰余金の処分等に関する条例に基づき、減

債積立金として処分しております。

収入の内訳は、水道料金１億４,０３１万５,０００円、受託工事収益４,５３５万４,０００円、

その他の営業収益２７万５,０００円、営業外収益１,０６７万９,０００円、支出では、人件費１,

２８０万９,０００円、受託工事費４,８７２万１,０００円、減価償却費３,７０６万円、その他営
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業費用８,６９２万円、営業外費用５７３万８,０００円となっております。

資本的収入及び支出の決算額は、収入では、企業債２,２２０万円、一般会計補助金６７万５,０

００円、工事負担金９６４万円、支出では、建設改良費３,１８６万円、企業債償還金３,４０１万

２,０００円で、収入支出差引不足額３,３３５万７,０００円については、過年度分損益勘定留保

資金１,５２２万１,０００円、当年度分損益勘定留保資金１,５３０万５,０００円、当年度分消費

税資本的収支調整額２８３万１,０００円で補てんいたしました。

次に、病院事業会計の決算について申し上げます。決算額は、収益的収入６億９,３５０万円、

収益的支出６億７,７９７万９,０００円で、１,５５２万１,０００円の黒字となり、当年度分消費

税資本的収支調整額を差し引きますと、１,５４６万７,０００円の当年度純利益となりました。こ

の当年度純利益を前年度繰越欠損金に加えますと、当年度未処理欠損金は５億４,０２８万６,００

０円になります。

次に、内訳について申し上げます。収益的収入は、入院外来８,５７３万２,０００円、外来収益

１億３１９万５,０００円、その他医業収益３,７２９万８,０００円、医業外収益４億６,７２７万

５,０００円、医業外収益のうち４億５,５４７万１,０００円は一般会計からの繰入金となります。

また、収益的支出は、人件費４億５,０６３万１,０００円、材料費４,３９９万９,０００円、経

費１億５,０７２万１,０００円、減価償却費２,９２０万２,０００円、資産減耗費６８万２,００

０円、研究研修費７９万１,０００円、医業外費用１９５万３,０００円となっております。

資本的収入及び支出の決算額は、収入では、負担金４５２万９,０００円、支出では、建設改良

費３７５万５,０００円、企業債償還金７５９万６,０００円で、収入支出差引不足額６８２万２,

０００円は、過年度分損益勘定留保資金６７６万８,０００円及び当年度分消費税資本的収支調整

額５万４,０００円で補てんいたしました。

以上、令和５年度一般会計及び特別会計並びに企業会計決算の概要を申し上げましたが、監査委

員の決算審査意見書は別冊のとおりであります。認定くださりますよう、よろしくお願いを申し上

げます。

誠に申し訳ございません、２か所訂正お願いします。５頁目の下から２行目、「１億１,００１万

５,０００円」と申し上げましたが、「１億１,１０１万５,０００円」に訂正します。７頁の８行目、

「入院外来」と申し上げましたが、「入院収益」に修正していただきます。大変申し訳ございませ

んでした。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって決算の説明を終わります。

午後１時まで休憩いたします。

１１時３５分 休憩

１３時００分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎決算審査意見報告

○議長（柏倉恵里子） 続いて監査委員に決算審査意見の報告を求めます。

大澤監査委員。
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〔代表監査委員（大澤栄一）登壇〕

○代表監査委員（大澤栄一） 令和５年度長万部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見に

ついて報告いたします。１頁をお開きください。

第１、審査した会計。

１、令和５年度長万部町一般会計。

２、令和５年度長万部町後期高齢者医療特別会計。

３、令和５年度長万部町国民健康保険特別会計。

４、令和５年度長万部町介護保険特別会計。

５、令和５年度長万部町公共下水道事業特別会計。

第２、審査に要した期間。令和６年７月１９日から令和６年８月１日まで。実８日間。

第３、審査の手続。

審査に付された令和５年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関

する調書及び財産に関する調書の決算計数及び執行状況の確認を行い、主要事業の各状況について、

それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類との照合・確認を行うとともに、関係機関から資料の提出と説

明を求め、その実態の把握に努めながら、確実を期し審査を実施した。また、地方自治法第２３５

条の２の規定による例月出納検査において、現金及び有価証券の残、計数並びに領収書の確認など、

すでに実施済みのものについては審査を省略した。

第４、審査の結果。

１、審査に付された令和５年度一般会計・特別会計決算の計数は、それぞれの関係諸帳簿及び証

拠書類と照合した結果、誤りのないものと認めた。なお、財産に関する調書の計数についても審査

したが、計数はいずれも正確であると認められた。

２、基金の運用状況については、基金の目的に沿って合理的かつ効率的に運用されていると認め

られた。

３、予算の執行状況については、審査した限りにおいておおむね適正、妥当であると認められた。

第５、決算の概要と意見。２頁から１４頁には詳細を記載しておりますので、後ほどご確認願い

ます。

次に、審査意見について申し上げます。１５頁をお開きください。

（６）意見。歳入決算額は７１億６,４０３万９,６０２円で、予算額７１億４,３９６万４,００

０円に対し、２,００７万５,６０２円の増収となり、予算に対する収入率は１００.３％で、前年

度に比べ０.６ポイント上回っている。調定額７１億９,７２０万１,６２８円に対する収入率は、

９９.５％となっている。

歳出決算額は６８億９,１４９万５,６６６円で、予算額７１億４,３９６万４,０００円に対し、

執行率９６.５％で、不用額は２億５,２４６万８,３３４円生じたが、繰越明許費１,２６７万５,

０００円を除くと、２億３,９７９万３,３３４円となっている。

歳入総額から、歳出総額を差し引いた２億７,２５４万３,９３６円が、実質収支額となっている。

歳入構成比率の主なものは、地方交付税が３６.３％（２６億１４８万３,０００円）、町税が１

０.４％（７億４,４９０万６,１１８円）、繰入金１３.２％（９億４,８４４万１１９円）で、全体

の５９.９％を占めている。

財源の構成比率は、自主財源が４０.５％（前年度比４.７ポイント増）、依存財源が５９.５％と
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なっており、前年度と比べ自主財源の割合が微増したが、依然として依存財源に頼らざるを得ない

財政構造が続いている。

収入未済額は３,０７７万２,４７１円で、町税２,６６５万１,０２９円、分担金及び負担金１２

５万７,５２７円、使用料及び手数料２４７万３,６０６円、諸収入３９万３０９円であった。

町財政の根幹をなす町税等の徴収にあたっては、安定した財源の確保及び公平・公正な負担の観

点からも、未収入の実態を把握し適切な債権管理を行い、引き続き新たな未収入の発生防止・解消

に総力をあげて取り組まれることを望む。

町税の不納欠損は、合計２３６万２,３５５円で、その理由別の内訳は、処分停止期間中に消滅

時効が完成したもの（地方税法第１８条第１項）が２１１万８,７５５円（７５人）、直ちに納税義

務を消滅させたもの（地方税法第１５条の７第５項）が２４万３,６００円（５人）となっており、

昨年に比べ４４万３,５９８円増加している。

不納欠損処分については法令等の制約があり、個々の実態については把握できなかったが、税負

担の公平性の観点から、単に事務的に処理することなく、今後も厳正を期するよう努められたい。

歳出を性質別分類でみると、人件費、扶助費、公債費（手数料含む）を合わせた義務的経費は１

８億５１万４０８円で、前年度と比較して６,７９６万６,４９０円（３.６％）の減となっている。

内訳別にみると、人件費は９億７,６４６万４,６９３円で、前年度と比較して５,４５７万９,２

３８円の減、扶助費は２億６,７７０万６,８５７円で、前年度と比較して３３０万６,７７６円の

減、公債費は５億５,６３３万８，８５８円で、前年度と比較して１,００８万４７６円の減となっ

ている。

歳出に占める義務的経費の割合は２６.２％で、前年と比較すると０.８ポイント下回っているが、

依然として義務的経費のウエイトが高く、それだけ財政に余裕がないこととなり、この比率の動向

には特に注意する必要がある。

投資的経費は２２億８,８６４万５,３７７円で、前年度と比較して３億６,２３８万４,０６９円

（１３.７％）の減となっている。

その他経費は２８億２３３万９,８８１円で、前年度と比較して３億９,４７５万２,５１５円（１

６.４％）の増となっている。

本町の財政については、今後も厳しい財政状況が続くものと想定されるため、費用対効果を十分

検証のうえ、さらなる行財政の簡素化・効率化を進め、公正で合理的かつ能率的な行財政運営を図

り、住民サービスの質的向上に努力されたい。

続きまして、特別会計についてご報告いたします。１７頁をお開きください。

３、特別会計。

特別会計全般の歳入総額は２１億６,５２８万３,１８６円、歳出総額は２０億２,２１５万３,４

５０円で、歳入歳出差引１億４,３１２万９,７３６円となっている。前年度との決算額比較総括表

を下記に記載しております。１８頁をお開きください。

（１）後期高齢者医療特別会計。

歳入決算額１億６４２万１,１４７円は、予算額１億９１５万４,０００円に対し２７３万２,８

５３円の減収となり、予算に対する収入率は９７.５％で、前年度に比べ０.７ポイント下回ってい

る。調定額１億７０９万２,９４７円に対する収入率は９９.４％で、前年度に比べ０.１ポイント

下回っている。
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歳出予算額１億９１５万４,０００円に対し、決算額１億５６３万５,９５０円、執行率９６,８

％で、不用額は３５１万８,０５０円となっている。歳入歳出差引額は７８万５,１９７円となって

おり、翌年度へ繰越している。

（２）国民健康保険特別会計。

歳入決算額６億９,９６８万３,５４４円は、予算額７億５,０８１万１,０００円に対し５,１１

２万７,４５６円の減収となり、予算に対する収入率は９３.２％で、前年度に比べ４.７ポイント

上回っている。調定額７億１,６０４万３,７４４円に対する収入率は９７.７％で、前年度に比べ

０.８ポイント上回っている。

歳出予算額７億５,０８１万１,０００円に対し、決算額６億６,２０５万７,８５５円、執行率８

８.２％で、不用額は８,８７５万３,１４５円となっている。歳入歳出差引額は３,７６２万５,６

８９円は翌年度へ繰越している。

国民健康保険税は、調定額１億６,８７１万８,９１９円に対し、収入済額は１億５,２４９万８,

８９１円で、調定に対する収入率は９０.４％であり、前年度に比べ３ポイント上回っている。

収入未済額は１,５６２万９,９００円は、前年度に比べ４３３万８,１１９円減少している。ま

た、５９万２００円が不納欠損処分されており、その内訳は、処分停止期間中に消滅時効が完成し

たもの（地方税法第１８条第１項）が９人、５９万２００円であり、前年に比べ１人、１９万１,

０００円の減となっている。不納欠損処分については、法令等の制約があり、個々の実態について

は把握できなかったが、税負担の公平性の観点から、単に事務的に処理することなく今後も厳正を

期するよう努められたい。

本年度は収納率が向上したものの、被保険者の負担の公平を期すためにも滞納者対策を強化し、

さらなる収納率の向上と国民健康保険財政の健全化に一層の努力を望む。

国民健康保険財政調整基金の令和５年度末現在高は、３,９８９万６,１１６円となっている。

１９頁をお開きください。

（３）介護保険特別会計。

歳入決算額９億１９１万８,６０５円は、予算額８億７,９１４万８,０００円に対し２,２７７万

６０５円の増収となり、予算に対する収入率は１０２.６％で、前年度に比べ１.４ポイント上回っ

ている。

調定額９億５８７万７,４０５円に対する収入率は９９.６％で、前年度と同率となっている。歳

出予算額８億７,９１４万８,０００円に対し、決算額８億３６２万１,３４８円、執行率９１.４％

で、不用額は７,５５２万６,６５２円となっている。歳入歳出差引額は９,８２９万７,２５７円と

なっており、翌年度へ繰越している。介護給付費準備基金の令和５年度末現在高は、７,９６３万

６,８３４円となっている。

（４）公共下水道事業特別会計。

歳入決算額４億５,７２５万９,８９０円は、予算額１１億４,６６２万８,０００円に対し６億８,

９３６万８,１１０円の減収となり、予算に対する収入率は３９.９％で、前年度に比べ３４.８ポ

イント下回っている。調定額５億３２４万６２２円に対する収入率は９０.９％で、前年度に比べ

７.６ポイント下回っている。

歳出予算額１１億４,６６２万８,０００円に対し、決算額４億５,０８３万８,２９７円、執行率

３９.３％で、不用額は６億９,５７８万９,７０３円となっている。歳入歳出差引額は６４２万１,
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５９３円となっており、公共下水道事業会計へ引き継いでいる。

２０頁をお開きください。

４、基金の運用状況。

各基金の本年度中増減額は、財政調整基金マイナス３億６,０９０万２,９６２円、減債基金マイ

ナス２４５万９,７３５円、地域振興基金マイナス９９９万９,４２２円、生活交通確保対策基金マ

イナス４０４万７,９８５円、まちづくり基金３億８,２３３万３,０５７円、地域福祉基金マイナ

ス１９９万９,６９０円、中山間ふるさと・水と土保全基金プラス１０５円、学校教育施設整備基

金プラス６０万２７円、土地開発基金マイナス１,７８３万１,７９５円、森林環境譲与税基金マイ

ナス３１０万２,８４３円、し尿処理施設解体基金マイナス５,３７０万５,８６３円、北海道新幹

線建設関連補償事業基金マイナス６,３８２万９,６６１円、備荒資金プラス１１７万２,１４３円

であり、全基金の年度末現在高は１７億２,２８０万４,１４４円となっている。なお、各基金の令

和５年度末現在高につきましては、表に記載のとおりとなっております。

以上で、令和５年度長万部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見の報告を終わります。

続きまして、令和５年度長万部町企業会計決算審査意見について報告いたします。

１頁をお開きください。

第１、審査した会計。

１、令和５年度長万部町ガス事業会計。

２、令和５年度長万部町水道事業会計。

３、令和５年度長万部町病院事業会計。

第２、審査に要した期間。令和６年７月１０日から令和６年７月１１日まで。実２日間。

第３、審査の手続。

審査に付された令和５年度各企業会計決算報告書並びに損益計算書、剰余金計算書または欠損金

計算書、剰余金処分計算書または欠損金処理計算書及び貸借対照表などが、各事業の財政状況及び

経営成績を適正に表示しているかどうかを検証するため、会計帳票、証拠書類等との照合及び確認

を行うとともに、関係職員から説明を聴取し、予算の執行状況の適否について審査を実施した。

第４、審査の結果。

各会計ごとに決算諸表、経営状況などについて、決算の概要とともに次のとおり意見を述べる。

２頁をお開きください。

１、ガス事業会計。２頁から３頁には詳細を記載しておりますので、後ほどご確認願います。

４頁をお開きください。

（４）意見。審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

ガス料金は、ガス原料価格の高騰等を踏まえ、原料費調整制度の単位料金単価にかかる調整額の

上限額を撤廃し、事業経費の節減に努めながら経営の健全化に努力していることがうかがえるが、

１,２７５万４,９１１円の当年度純損失を計上、この額に前年度繰越欠損金４億５,４３５万８,

９２６円を加えると、当年度未処理欠損金は４億６,７１１万３,８３７円である。

今後もガス需要家の減少及び原料価格の高騰で厳しい環境での事業運営が予想されるため、ガス

事業の今後の運営については、単年度収支黒字をめどに、使用料体系を見直すなど、なお一層経営

の効率化、費用の節減を図り、保安体制を強化して安定供給に努力されたい。

続きまして、水道事業会計。５頁をお開きください。
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２、水道事業会計。５頁から６頁には詳細を記載しておりますので、後ほどご確認願います。

７頁をお開きください。

（４）意見。審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

本年は、給水件数が前年度と比較して２１件増加した。給水量は前年度より減となったが、５３

７万５,００４円の当年度純利益が計上されている。

今年度は、当年度未処分利益剰余金が５３７万５,００４円計上されたが、今後、北海道新幹線

関連で給水量の増加が見込まれるものの、人口減少や給水戸数の減少により、給水収益の伸びは期

待できず、厳しい事業運営が続くものと予想されることから、なお一層企業努力を重ね、経営の健

全化と良質水道水の安定供給に努力されたい。

続きまして、病院事業会計。８頁をお開きください。

３、病院事業会計。８頁から９頁には詳細を記載しておりますので、後ほどご確認願います。

１０頁をお開きください。

（４）意見。審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

当病院は、公立病院としての高度医療や救急医療、地域に根ざした診療に住民の寄せる期待は極

めて大きい。本年は、新型コロナウイルス感染症拡大時から回復傾向にあり、前年度に比べ入院患

者数は増となったが外来患者数は減となり、また、一般会計からの繰入金４億５,５４７万８５９

円を得て、１,５４６万６,６１２円当年度純利益を計上、当年度未処理欠損金は５億４,０２８万

５,６４６円である。

病院経営は、今後厳しい状況が続くが、収支改善は急務であり、なお一層経営の効率化、費用の

節減を図り、健全経営の確立に務め、地域医療の充実に努力されることを望む。

以上で、令和５年度長万部町企業会計決算審査意見についての報告を終わります。

〔代表監査委員（大澤栄一）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で監査委員からの報告を終わります。

お諮りいたします。認定第１号から認定第８号までについては、議長及び議会選出の監査委員を

除く８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに地方自治法第９８条第１項

の権限を委任のうえ付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって認定第１号から認定第８号までについては、議長及び議会選出の

監査委員を除く８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに地方自治法第９

８条第１項の権限を委任のうえ付託して審査することに決定いたしました。

委員長、副委員長互選のため暫時休憩いたします。

１３時２８分 休憩

１３時３５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま委員長、副委員長が選出されましたのでご報告いたします。

委員長には橋本議員、副委員長には辻紀樹議員。以上のとおり選出されました。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１３時３６分 休憩

１３時３７分 再開
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休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長（増田理恵） 諸般の報告をいたします。

ただいまから議題となります、諮問第１号人権擁護委員の推薦についての議案が町長より提出さ

れましたので、お手元に配付いたしました。以上であります。

○議長（柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎諮問第１号 人権擁護委員の推薦について

○議長（柏倉恵里子） 日程第２０、諮問第１号人権擁護委員の推薦についての件を議題といたし

ます。提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） ただいま上程されました、諮問第１号人権擁護委員の推薦につきまして、提

案理由をご説明いたします。

長万部町には現在３名の人権擁護委員が法務大臣から委嘱をされております。このたびそのうち

の村上勝子氏が令和６年１２月３１日付をもって任期満了となりますので、再度推薦いたしたく人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。住所などにつきま

しては、議案に記載のとおりであります。なお、任期は令和７年１月１日から令和９年１２月３１

日までの３年間であります。ご審議のほどどうぞよろしくお願いをいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定いたしました。

◎休会の決定

○議長（柏倉恵里子） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議事の都合により９月１１日と１２日の２日間を休会としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕
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ご異議なしと認めます。

よって９月１１日と１２日、２日間を休会とすることに決定いたしました。

なお、本会議は９月１３日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願います。

◎散会宣告

○議長（柏倉恵里子） 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。

１３時４０分 散会


